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定 例 月 議 会 議 案

条 例 新 旧 対 照 表
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議案第５５号 主要改正点

・市長の権限に属する事務を分掌させるための内部組織に地方創生局を加えたこと。

大東市事務分掌条例 新旧対照表

新 旧

（内部組織） （内部組織）

第１条 （略） 第１条 （略）

(1) （略） (1) （略）

(2) 地方創生局

(3) （略） (2) （略）

(4) （略） (3) （略）

(5) （略） (4) （略）

(6) （略） (5) （略）

(7) （略） (6) （略）

(8) （略） (7) （略）

（事務分掌） （事務分掌）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 地方創生局の事務分掌は、大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進、調整等に

関することとする。

３ （略） ２ （略）

４ （略） ３ （略）

５ （略） ４ （略）

６ （略） ５ （略）

７ （略） ６ （略）

８ （略） ７ （略）

第３条 （略） 第３条 （略）
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議案第５６号 主要改正点

・特定個人情報の取扱いに関し必要な事項について規定したこと。

大東市個人情報保護条例 新旧対照表

新 旧

第１条 （略） 第１条 （略）

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

(1) （略） (1) （略）

ア 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する ア 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する

情報（当該役員の特定個人情報を除く。） 情報

イ 事業を営む個人の当該事業に関する情報（当該個人の特定個人情報を除く。） イ 事業を営む個人の当該事業に関する情報

(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第２条第８項に規定す

る特定個人情報をいう。

(3) 情報提供等記録 番号法第２３条第１項および第２項の規定により記録された特定

個人情報をいう。

(4) （略） (2) （略）

(5) （略） (3) （略）

(6) （略） (4) （略）

第３条 ～ 第６条 （略） 第３条 ～ 第６条 （略）

（収集の制限） （収集の制限）

第７条 実施機関は、個人情報（特定個人情報を除く。以下この条において同じ。）を収 第７条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかに

集するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的の達成のために必要な し、当該目的の達成のために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなけれ

範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 ばならない。

２ ～ ５ （略） ２ ～ ５ （略）

（特定個人情報の収集の制限）

第７条の２ 実施機関は、特定個人情報を収集するときは、番号法第２０条に定めるとこ
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新 旧

ろによるものとする。

（利用および提供の制限） （利用および提供の制限）

第８条 実施機関は、個人情報（特定個人情報を除く。以下この条において同じ。）を収 第８条 実施機関は、個人情報を収集した目的以外に利用し、または実施機関以外のもの

集した目的（以下「利用目的」という。）以外に利用し、または実施機関以外のものに に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでな

提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでな い。

い。

(1) ～ (6) （略） (1) ～ (6) （略）

２ ～ ３ （略） ２ ～ ３ （略）

（特定個人情報の利用の制限）

第８条の２ 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有する特定個人情報（情報提供

等記録を除く。以下この条において同じ。）を自ら利用してはならない。

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体または財産の保護のために

必要である場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であ

るときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただ

し、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人また

は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでな

い。

（情報提供等記録の利用の制限）

第８条の３ 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用しては

ならない。

（特定個人情報の提供の制限）

第８条の４ 実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個

人情報を提供してはならない。

２ 実施機関は、番号法その他の法令に定めのある場合を除き、実施機関以外のものに対

して、通信回線により結合された電子計算機を用いて、特定個人情報を提供してはなら

ない。
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新 旧

第９条 ～ 第１０条 （略） 第９条 ～ 第１０条 （略）

（開示請求） （開示請求）

第１１条 （略） 第１１条 （略）

２ 未成年者または成年被後見人の法定代理人（特定個人情報にあっては、未成年者もし ２ 未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることが

くは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人）は、本人に代わって開 できる。

示請求をすることができる。

第１２条 ～ 第１４条 （略） 第１２条 ～ 第１４条 （略）

（開示請求の方法） （開示請求の方法）

第１５条 （略） 第１５条 （略）

２ 開示請求をしようとする者は、前項の請求書を提出する際、実施機関に対し、当該開 ２ 開示請求をしようとする者は、前項の請求書を提出する際、実施機関に対し、当該開

示請求に係る個人情報の本人またはその法定代理人（特定個人情報にあっては、その法 示請求に係る個人情報の本人またはその法定代理人であることを証明するために必要な

定代理人または委任による代理人）であることを証明するために必要な書類を提出し、 書類を提出し、または提示しなければならない。

または提示しなければならない。

３ （略） ３ （略）

第１６条 ～ 第２０条 （略） 第１６条 ～ 第２０条 （略）

（情報提供等記録の提供先への通知）

第２０条の２ 実施機関は、情報提供等記録に係る訂正をした場合において、必要がある

と認めるときは、総務大臣および番号法第１９条第７号に規定する情報照会者または情

報提供者（当該訂正に係る番号法第２３条第１項および第２項に規定する記録に記録さ

れた者であって、当該実施機関の長以外の者に限る。）に対し、遅滞なく、その旨を書

面により通知するものとする。

（利用停止の請求） （利用停止の請求）

第２１条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報（特定個人情報を除く。以下この 第２１条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報が次の各号のいずれかに該当する

条において同じ。）が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の定め と認めるときは、この条例の定めるところにより、当該個人情報を保有する実施機関に

るところにより、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請 対し、次の各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該個人情報の利用の

求することができる。ただし、当該個人情報の利用の停止、消去または提供の停止（以 停止、消去または提供の停止（以下「利用停止」という。）に関して法令または他の条
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新 旧

下「利用停止」という。）に関して法令または他の条例の規定により特別の手続が定め 例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

られているときは、この限りでない。

(1) ～ (2) （略） (1) ～ (2) （略）

２ ～ ３ （略） ２ ～ ３ （略）

（特定個人情報の利用停止の請求）

第２１条の２ 何人も、自己を本人とする特定個人情報（情報提供等記録を除く。以下こ

の条において同じ。）が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の

定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める

措置を請求することができる。ただし、当該特定個人情報の利用停止に関して法令また

は他の条例もしくはこれに基づく規則の規定により特別の手続が定められているとき

は、この限りでない。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第

８条の２の規定に違反して利用されているとき、番号法第２０条の規定に違反して収

集され、もしくは保管されているときまたは番号法第２８条の規定に違反して作成さ

れた特定個人情報ファイル（番号法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイルを

いう。）に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止または消去

(2) 番号法第１９条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供

の停止

２ 第１１条第２項の規定は、特定個人情報の利用停止の請求について準用する。

第２１条の３ （略） 第２１条の２ （略）

第２２条 （略） 第２２条 （略）

（救済手続） （救済手続）

第２３条 第１６条第１項、第２０条第１項または第２１条の３の決定に不服のある者 第２３条 第１６条第１項、第２０条第１項または第２１条の２の決定に不服のある者

は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の定めるところにより不服申立てを は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の定めるところにより不服申立てを

することができる。 することができる。

２ ～ ５ （略） ２ ～ ５ （略）
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新 旧

第２４条 ～ 第３３条の２ （略） 第２４条 ～ 第３３条の２ （略）

（他の制度との調整） （他の制度との調整）

第３４条 （略） 第３４条 （略）

２ この条例は、他の法令等（大東市情報公開条例を除く。）の規定により、個人情報の ２ この条例は、他の法令等（大東市情報公開条例を除く。）の規定により、個人情報の

開示（特定個人情報の開示を除く。以下この項において同じ。）または訂正等の手続が 開示または訂正等の手続が定められている場合において、当該個人情報の開示または訂

定められている場合において、当該個人情報の開示または訂正等が求められたときにつ 正等が求められたときについては、適用しない。

いては、適用しない。

第３５条 ～ 第３９条 （略） 第３５条 ～ 第３９条 （略）
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議案第５７号 主要改正点

・旧３級品の製造たばこに係る税率を変更したこと。

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定に伴い、必

要となる事項について規定したこと。

大東市市税条例 新旧対照表

新 旧

第１条 ～ 第２２条 （略） 第１条 ～ 第２２条 （略）

（市民税の納税義務者等） （市民税の納税義務者等）

第２３条 （略） 第２３条 （略）

２ 法の施行地に本店または主たる事務所もしくは事業所を有しない法人（以下この節に ２ 法の施行地に本店または主たる事務所もしくは事業所を有しない法人（以下この節に

おいて「外国法人」という。）に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設 おいて「外国法人」という。）に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設

（法第２９２条第１項第１４号に規定する恒久的施設をいう。）をもって、その事務所 （法人税法第２条第１２号の１８に規定する恒久的施設をいう。）をもって、その事務

または事業所とする。 所または事業所とする。

３ （略） ３ （略）

第２４条 ～ 第３２条 （略） 第２４条 ～ 第３２条 （略）

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準）

第３３条 （略） 第３３条 （略）

２ 前項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額は、法またはこれに基づく政令 ２ 前項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額は、法またはこれに基づく政令

で特別の定をする場合を除くほか、それぞれ所得税法（昭和４０年法律第３３号）その で特別の定をする場合を除くほか、それぞれ所得税法（昭和４０年法律第３３号）その

他の所得税に関する法令の規定による所得税法第２２条第２項または第３項の総所得金 他の所得税に関する法令の規定による所得税法第２２条第２項または第３項の総所得金

額、退職所得金額または山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第 額、退職所得金額または山林所得金額の計算の例によって算定する。

６０条の２から第６０条の４までの規定の例によらないものとする。

３ ～ ６ （略） ３ ～ ６ （略）

第３４条 ～ 第３６条 （略） 第３４条 ～ 第３６条 （略）

（市民税の申告） （市民税の申告）

第３６条の２ （略） 第３６条の２ （略）

２ ～ ６ （略） ２ ～ ６ （略）
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新 旧

７ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、新たに第 ７ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、新たに第

２３条第１項第３号または第４号の者に該当することとなった者に、当該該当すること ２３条第１項第３号または第４号の者に該当することとなった者に、当該該当すること

となった日から２０日以内に、その名称、代表者または管理人の氏名、主たる事務所ま となった日から２０日以内に、その名称、代表者または管理人の氏名、主たる事務所ま

たは事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所または寮等の所在、法人番号（行 たは事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所または寮等の所在、当該該当する

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法 こととなった日その他必要な事項を申告させることができる。

律第２７号）第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同

じ。） 、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。

第３６条の３ ～ 第３６条の３の２ （略） 第３６条の３ ～ 第３６条の３の２ （略）

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書）

第３６条の３の３ （略） 第３６条の３の３ （略）

２ ～ ３ （略） ２ ～ ３ （略）

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等 ４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等

支払者が所得税法第２０３条の５第５項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受け 支払者が所得税法第２０３条の５第４項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受け

ている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公 ている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公

的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること 的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること

ができる。 ができる。

５ （略） ５ （略）

第３６条の４ ～ 第５０条 （略） 第３６条の４ ～ 第５０条 （略）

（市民税の減免） （市民税の減免）

第５１条 （略） 第５１条 （略）

２ （略） ２ （略）

(1) 納税義務者の氏名または名称、住所もしくは居所または事務所もしくは事業所の所

在地および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）または法人番号

(2) （略） (1) （略）

(3) （略） (2) （略）
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３ （略） ３ （略）

第５２条 ～ 第５５条 （略） 第５２条 ～ 第５５条 （略）

第５６条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２または第１２号の固定資産について同 第５６条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２または第１２号の固定資産について同

項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第１号および第２号に、家 項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第１号および第２号に、家

屋については第３号および第４号に、償却資産については第５号および第６号に掲げる 屋については第３号および第４号に、償却資産については第５号および第６号に掲げる

事項を記載した申告書を、当該土地、家屋または償却資産が学校法人もしくは私立学校 事項を記載した申告書を、当該土地、家屋または償却資産が学校法人もしくは私立学校

法（昭和２４年法律第２７０号）第６４条第４項の法人、公益社団法人もしくは公益財 法（昭和２４年法律第２７０号）第６４条第４項の法人、公益社団法人もしくは公益財

団法人、宗教法人もしくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法（昭和２３年 団法人、宗教法人もしくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法（昭和２３年

法律第２０５号）第３１条の公的医療機関の開設者、令第４９条の１０第１項に規定す 法律第２０５号）第３１条の公的医療機関の開設者、令第４９条の１０第１項に規定す

る医療法人、公益社団法人もしくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人（法人 る医療法人、公益社団法人もしくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人（法人

税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。）に 税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。）に

該当するものに限る。）もしくは一般財団法人（非営利型法人に該当するものに限 該当するものに限る。）もしくは一般財団法人（非営利型法人に該当するものに限

る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合もしくは健康保 る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合もしくは健康保

険組合連合会もしくは国家公務員共済組合もしくは国家公務員共済組合連合会で看護 険組合連合会もしくは国家公務員共済組合もしくは国家公務員共済組合連合会で看護

師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士もしくは 師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士もしくは

作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人もしくは公益財団法人で図書館を設 作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人もしくは公益財団法人で図書館を設

置するもの、公益社団法人もしくは公益財団法人もしくは宗教法人で博物館法（昭和 置するもの、公益社団法人もしくは公益財団法人もしくは宗教法人で博物館法（昭和

２６年法律第２８５号）第２条第１項の博物館を設置するものまたは公益社団法人もし ２６年法律第２８５号）第２条第１項の博物館を設置するものまたは公益社団法人もし

くは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの（以下この条において「学校法人等」 くは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの（以下この条において「学校法人等」

という。）の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋または償却資産 という。）の所有に属しないものである場合においては当該土地、家屋または償却資産

を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出 を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出

しなければならない。 しなければならない。

(1) ～ (6) （略） (1) ～ (6) （略）

第５７条 ～ 第６３条 （略） 第５７条 ～ 第６３条 （略）

（施行規則第１５条の３第２項の規定による補正の方法の申出） （施行規則第１５条の３第２項の規定による補正の方法の申出）

第６３条の２ （略） 第６３条の２ （略）
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(1) 代表者の住所、氏名または名称および個人番号（行政手続における特定の個人を識 (1) 代表者の住所および氏名

別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当

該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同

じ。）または法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税に

ついて同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名ま

たは名称）

(2) ～ (4) （略） (2) ～ (4) （略）

２ （略） ２ （略）

（法第３５２条の２第５項および第６項の規定による固定資産税額のあん分の申出） （法第３５２条の２第５項および第６項の規定による固定資産税額のあん分の申出）

第６３条の３ （略） 第６３条の３ （略）

(1) 代表者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号または法 (1) 代表者の住所および氏名

人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (5) （略） (2) ～ (5) （略）

２ （略） ２ （略）

(1) 代表者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号または法 (1) 代表者の住所および氏名

人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (6) （略） (2) ～ (6) （略）

３ ～ ４ （略） ３ ～ ４ （略）

第６４条 ～ 第７０条 （略） 第６４条 ～ 第７０条 （略）

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免）

第７１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要が 第７１条 市長は、次の各号の１に該当する固定資産のうち、市長において必要があると

あると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。 認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。

(1) ～ (4) （略） (1) ～ (4) （略）

２ （略） ２ （略）

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号また (1) 納税義務者の住所および氏名または名称

は法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）
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(2) ～ (5) （略） (2) ～ (5) （略）

３ （略） ３ （略）

第７２条 ～ 第７３条の２ （略） 第７２条 ～ 第７３条の２ （略）

（住宅用地の申告） （住宅用地の申告）

第７４条 （略） 第７４条 （略）

(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番 (1) 住宅用地の所有者の住所および氏名または名称

号または法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (4) （略） (2) ～ (4) （略）

２ （略） ２ （略）

（被災住宅用地の申告） （被災住宅用地の申告）

第７４条の２ （略） 第７４条の２ （略）

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号また (1) 納税義務者の住所および氏名または名称ならびに当該納税義務者が令第５２条の

は法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）ならびに当該納税 １３第１項第３号から第５号までまたは第３項第３号から第５号までに掲げる者であ

義務者が令第５２条の１３第１項第３号から第５号までまたは第３項第３号から第５ る場合にあっては、同条第１項第１号もしくは第２号または第３項第１号もしくは第

号までに掲げる者である場合にあっては、同条第１項第１号もしくは第２号または第 ２号に掲げる者との関係

３項第１号もしくは第２号に掲げる者との関係

(2) ～ (6) （略） (2) ～ (6) （略）

２ （略） ２ （略）

第７５条 ～ 第８８条 （略） 第７５条 ～ 第８８条 （略）

（軽自動車税の減免） （軽自動車税の減免）

第８９条 （略） 第８９条 （略）

(1) ～ (3) （略） (1) ～ (3) （略）

２ （略） ２ （略）

(1) （略） (1) （略）

(2) 軽自動車等の所有者等の住所または事務所もしくは事業所の所在地、氏名または名 (2) 軽自動車等の所有者等の住所または氏名もしくは名称

称および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
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する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号および次条において同

じ。）または法人番号（同法第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号

において同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、住所または事務

所もしくは事業所の所在地および氏名または名称）

(3) ～ (8) （略） (3) ～ (8) （略）

３ （略） ３ （略）

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免） （身体障害者等に対する軽自動車税の減免）

第９０条 （略） 第９０条 （略）

２ （略） ２ （略）

(1) 減免を受ける者の氏名、住所および個人番号（個人番号を有しない者にあっては、 (1) 減免を受ける者の氏名および住所ならびに減免を受ける者が身体障害者等と生計を

氏名および住所）ならびに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である 一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

場合には、当該身体障害者等との関係

(2) ～ (6) （略） (2) ～ (6) （略）

３ ～ ４ （略） ３ ～ ４ （略）

第９１条 ～ 第１３９条の２ （略） 第９１条 ～ 第１３９条の２ （略）

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免）

第１３９条の３ 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地またはその取得のうち、市 第１３９条の３ 市長は、次の各号の１に該当する土地またはその取得のうち、市長にお

長において必要があると認めるものについては、その所有者または取得者に対して課す いて必要があると認めるものについては、その所有者または取得者に対して課する特別

る特別土地保有税を減免することができる。 土地保有税を減免することができる。

(1) ～ (3) （略） (1) ～ (3) （略）

２ （略） ２ （略）

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号（行政手続における特定の個人 (1) 納税義務者の住所および氏名または名称

を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をい

う。以下この号において同じ。）または法人番号（同条第１５項に規定する法人番号を

いう。以下この号において同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、

住所および氏名または名称）
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(2) ～ (3) （略） (2) ～ (3) （略）

３ （略） ３ （略）

第１４０条 ～ 第１４０条の１３ （略） 第１４０条 ～ 第１４０条の１３ （略）

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告）

第１４０条の１４ （略） 第１４０条の１４ （略）

(1) 住所または事務所もしくは事業所の所在地、氏名または名称および個人番号（行政 (1) 住所および氏名または名称

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に

規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）または法人番号（同条第１５

項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号または法人番号

を有しない者にあっては、住所または事務所もしくは事業所の所在地および氏名また

は名称）

(2) ～ (3) （略） (2) ～ (3) （略）

第１４０条の１５ ～ 第１４５条 （略） 第１４０条の１５ ～ 第１４５条 （略）

付 則 付 則

第１条 ～ 第３条の２ （略） 第１条 ～ 第３条の２ （略）

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例）

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１項（第１号に係る 第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１項（第１号に係る

部分に限る。）の規定により定められる商業手形の基準割引率が年５．５パーセントを 部分に限る。）の規定により定められる商業手形の基準割引率が年５．５パーセントを

超えて定められる日からその後年５．５パーセント以下に定められる日の前日までの期 超えて定められる日からその後年５．５パーセント以下に定められる日の前日までの期

間（当該期間内に前条第２項の規定により第５２条に規定する延滞金の割合を同項に規 間（当該期間内に前条第２項の規定により第５２条に規定する延滞金の割合を同項に規

定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下こ 定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下こ

の項において「特例期間」という。）内（法人税法第７５条の２第１項（同法第１４４ の項において「特例期間」という。）内（法人税法第７５条の２第１項（同法第１４５

条の８において準用する場合を含む。）の規定により延長された法第３２１条の８第１ 条第１項において準用する場合を含む。）の規定により延長された法第３２１条の８第

項に規定する申告書の提出期限または法人税法第８１条の２４第１項の規定により延長 １項に規定する申告書の提出期限または法人税法第８１条の２４第１項の規定により延

された法第３２１条の８第４項に規定する申告書の提出期限が当該年５．５パーセント 長された法第３２１条の８第４項に規定する申告書の提出期限が当該年５．５パーセン
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以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に ト以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内

到来する場合における当該市民税に係る第５２条の規定による延滞金にあっては、当該 に到来する場合における当該市民税に係る第５２条の規定による延滞金にあっては、当

年５．５パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの 該年５．５パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限まで

期間内）は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第５２条に規定する の期間内）は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第５２条に規定す

延滞金の年７．３パーセントの割合は、同条および前条第２項の規定にかかわらず、当 る延滞金の年７．３パーセントの割合は、同条および前条第２項の規定にかかわらず、

該年７．３パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のう 当該年７．３パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率の

ち年５．５パーセントの割合を超える部分の割合を年０．２５パーセントの割合で除し うち年５．５パーセントの割合を超える部分の割合を年０．２５パーセントの割合で除

て得た数を年０．７３パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合（当該 して得た数を年０．７３パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合（当

合計した割合が年１２．７７５パーセントの割合を超える場合には、年１２．７７５パ 該合計した割合が年１２．７７５パーセントの割合を超える場合には、年１２．７７５

ーセントの割合）とする。 パーセントの割合）とする。

２ （略） ２ （略）

第４条の２ ～ 第１０条の２ （略） 第４条の２ ～ 第１０条の２ （略）

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 告）

第１０条の３ （略） 第１０条の３ （略）

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号また (1) 納税義務者の住所および氏名または名称

は法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (3) （略） (2) ～ (3) （略）

２ （略） ２ （略）

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号また (1) 納税義務者の住所および氏名または名称

は法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (4) （略） (2) ～ (4) （略）

３ （略） ３ （略）

(1) 所有者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号または法 (1) 所有者の住所および氏名

人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (3) （略） (2) ～ (3) （略）
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４ （略） ４ （略）

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号また (1) 納税義務者の住所および氏名または名称

は法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (3) （略） (2) ～ (3) （略）

５ （略） ５ （略）

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号また (1) 納税義務者の住所および氏名または名称

は法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (3) （略） (2) ～ (3) （略）

６ （略） ６ （略）

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号また (1) 納税義務者の住所および氏名または名称

は法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (3) （略） (2) ～ (3) （略）

７ （略） ７ （略）

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号また (1) 納税義務者の住所および氏名または名称

は法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (6) （略） (2) ～ (6) （略）

８ （略） ８ （略）

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号また (1) 納税義務者の住所および氏名または名称

は法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (7) （略） (2) ～ (7) （略）

９ （略） ９ （略）

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号また (1) 納税義務者の住所および氏名または名称

は法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (6) （略） (2) ～ (6) （略）

１０ （略） １０ （略）

(1) 納税義務者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号また (1) 納税義務者の住所および氏名または名称
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は法人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (6) （略） (2) ～ (6) （略）

第１１条 ～ 第１３条の３ （略） 第１１条 ～ 第１３条の３ （略）

（宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除等） （宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除等）

第１３条の４ （略） 第１３条の４ （略）

２ （略） ２ （略）

(1) 所有者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号または法 (1) 所有者の住所および氏名

人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (4) （略） (2) ～ (4) （略）

３ （略） ３ （略）

(1) 所有者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号または法 (1) 所有者の住所および氏名

人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (4) （略） (2) ～ (4) （略）

４ （略） ４ （略）

(1) 所有者の住所、氏名または名称および個人番号または法人番号（個人番号または法 (1) 所有者の住所および氏名

人番号を有しない者にあっては、住所および氏名または名称）

(2) ～ (4) （略） (2) ～ (4) （略）

第１４条 ～ 第１６条 （略） 第１４条 ～ 第１６条 （略）

（たばこ税の税率の特例）

第１６条の２ 削除 第１６条の２ たばこ事業法附則第２条の規定による廃止前の製造たばこ定価法（昭和

４０年法律第１２２号）第１条第１項に規定する紙巻たばこ３級品の当該廃止の時にお

ける品目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、第９５条の規定に

かかわらず、当分の間、１，０００本につき２，４９５円とする。

２ 前項の規定の適用がある場合における第９８条第１項から第４項までの規定の適用に

ついては、同条第１項中「第３４号の２様式」とあるのは「第４８号の５様式」と、同

条第２項中「第３４号の２の２様式」とあるのは「第４８号の６様式」と、同条第３項
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中「第３４号の２の６様式」とあるのは「第４８号の９様式」と、同条第４項中「第

３４号の２様式または第３４号の２の２様式」とあるのは「第４８号の５様式または第

４８号の６様式」とする。

第１６条の３ ～ 第２９条 （略） 第１６条の３ ～ 第２９条 （略）
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議案第５８号 主要改正点

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく通知カー

ドおよび個人番号カードの再交付に関する事項を追加したこと。

・住民基本台帳法に基づく住民基本台帳カードの交付に関する事項を削除したこと。

大東市手数料条例 新旧対照表

新 旧

（平成２７年１０月５日施行分）

本則 （略） 本則 （略）

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

区 分 手 数 料 の 額 区 分 手 数 料 の 額

１ ～ ３（略）（略） （略） １ ～ ３（略）（略） （略）

４ 行政手続に 通知カードの再交付（追記欄の余白がなくな １枚につき ５００円

おける特定の った場合その他の市長が再交付をすることが

個人を識別す やむを得ないと認める場合を除く。）

るための番号

の利用等に関

する法律（平

成25年法律第

27号）に基づ

くもの

５ （略） （略） （略） ４ （略） （略） （略）

６ （略） （略） （略） ５ （略） （略） （略）

７ （略） （略） （略） ６ （略） （略） （略）

８ （略） （略） （略） ７ （略） （略） （略）

９ （略） （略） （略） ８ （略） （略） （略）
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１０ （略） （略） （略） ９ （略） （略） （略）

１１ （略） （略） （略） １０ （略） （略） （略）

１２ （略） （略） （略） １１ （略） （略） （略）

１３ （略） （略） （略） １２ （略） （略） （略）

１４ （略） （略） （略） １３ （略） （略） （略）

１５ （略） （略） （略） １４ （略） （略） （略）

１６ （略） （略） （略） １５ （略） （略） （略）

１７ （略） （略） （略） １６ （略） （略） （略）

１８ （略） （略） （略） １７ （略） （略） （略）

１９ （略） （略） （略） １８ （略） （略） （略）

備考 （略） 備考 （略）

（平成２８年１月１日施行分）

本則 （略） 本則 （略）

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

区 分 手 数 料 の 額 区 分 手 数 料 の 額



- 23 -

新 旧

２ （略） （略） （略） ２ （略） （略） （略）

住民基本台帳法第３０条の４４第１項の規定 １枚につき ５００円

による住民基本台帳カードの交付

（略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

４ 行政手続に 通知カードの再交付（追記欄の余白がなくな １枚につき ５００円 ４ 行政手続に 通知カードの再交付（追記欄の余白がなくな １枚につき ５００円

おける特定の った場合その他の市長が再交付をすることが おける特定の った場合その他の市長が再交付をすることが

個人を識別す やむを得ないと認める場合を除く。） 個人を識別す やむを得ないと認める場合を除く。）

るための番号 るための番号

の利用等に関 個人番号カードの再交付（追記欄の余白がな １枚につき ８００円 の利用等に関

する法律（平 くなった場合その他の市長が再交付をするこ する法律（平

成25年法律第 とがやむを得ないと認める場合を除く。） 成25年法律第

27号）に基づ 27号）に基づ

くもの くもの

備考 （略） 備考 （略）


